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◆ 平成２４年度機関誌「全国消防長会会報」・「ほのお」の実費購読のご案内 

全国消防長会 

（財）全国消防協会 

標記の件につきましては、平成２４年１月１１日付け全消発第４号（以下「会報通知」という。）

及び平成２４年１月１７日付け全消協第３１１号（以下「ほのお通知」という。）でお知らせした

ところですが、下記のとおり受け付けておりますので、希望部数を消防本部（局）ごとに取りま

とめの上、電子メールにてお申し込みください。 

記 

１ 購読料（１年間分・専用ファイル付） 
⑴ 「会 報」   １，３００円 

⑵ 「ほのお」   １，０００円 
２ 購読期間 

平成２４年度１年間（平成２４年４月～平成２５年３月） 
３ 申込み単位 

消防本部（局）（個人からの直接申込みは不可） 
４ 申込み方法 

「会報通知」及び「ほのお通知」の別添（省略）申込書に必要事項を入力の上、下記のメー

ルアドレスあてに送信してください。 

⑴ 「会 報」   kaiho@fcaj.gr.jp 

⑵ 「ほのお」   honoo@ffaj-shobo.or.jp 

５ 申込み締切日 

⑴ 「会 報」   平成２４年２月１５日（水） 

⑵ 「ほのお」   平成２４年２月１７日（金） 

６ 購読料支払い方法 

申込み後に送付する請求書及び振込用紙により、各消防本部（局）でとりまとめた購読料を、

一括で振込みしてください。 

７ その他 

申込み後の購読中止（購読料の返金）はできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№２４０３ 
発行日 平成２４年１月２４日 

発行所 全国消防長会 

（財）全国消防協会 

担 当 企画課 03（3234）1321 

両会の動き 

【会報の見本（平成２３年１２月第７４１号）】 【ほのおの見本（２０１１年１２号）】 
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◆ 平成２４年春の火災予防運動用ポスターの配付 

（財）全国消防協会 

（財）全国消防協会では、（財）ＪＫＡより「競輪公益資金」 

の補助を受け、平成２４年春の火災予防運動用ポスターを作成し  

ました。 

各消防本部（局）には、平成２４年１月２７日（金）付けで発 

送しますのでご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 平成２３年度全国消防長会技術委員会第２回常任委員会の開催 

全国消防長会技術委員会 

全国消防長会技術委員会では、平成２４年１月１９日（木）、和歌山県田辺市（ホテルハーヴェ

スト南紀田辺）において、平成２３年度全国消防長会技術委員会第２回常任委員会を開催しまし

た。 

会議における報告事項、議案審議等については次のとおりです。 

【報告事項】 
１ 多機能携帯電話からの位置情報通知について 
２ 東日本大震災に伴う消防自動車に関する自動車 NOx・PM 法の特例的取扱について 
【議案審議】 

１ 消防車両及び装備品の不具合等に係る情報の取扱いについて 

２ 第９１回全国消防長会技術委員会の開催地について 

３ 第９２回全国消防長会技術委員会の開催支部について 

【情報交換】 

１ 消防救急デジタル無線設備と指令台の接続について 

２ 交通事故の防止対策等について 

【情報提供】 

１ 聴覚・言語障がいに対応した緊急通報技術に関する 

検討会の報告について 

２ 台風１２号の災害状況について 

【事務連絡】 

１ 平成２４年度全国消防長会事業計画における年間予 

定（案）について 

２ 新発信地表示システム「発信地検索サービス利用料」 

見直しの方向性について 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ポスターの見本】 
 

 
【技術委員会常任委員会開催状況】 



◆ 平成２３年度企業防災対策指導研修会の開催について 

全国消防長会関東支部 

 全国消防長会関東支部では、平成２４年１月１３日（金）、神奈川県横浜市パシフィコ横浜会議

センターにおいて、（財）全国危険物安全協会による研修会を開催しました。 
研修会は、平成２１年・２２年度に開発した８業種の危険物事故調査チェックリストを教材と

した平成２３年度「企業防災対策指導研修会」を消防庁、全国消防長会の協賛により全国消防長

会９ブロック等において、全国の消防職員を対象として開催し、全国の消防職員が危険物流出等

の事故調査を行うための調査能力や事業所への指導能力の向上を目的として行っています。 
また、本研修会には１１８消防本部１７２名の消防職員が受講し今後の危険物事故対策への参

考とすることができました。 
 研修内容は次のとおりです。 
・危険物事故調査チェックリストの解説について 
 講師：危険物保安技術協会  

事故防止調査研修センター企画調査課長併任 
事故原因調査課長 松尾 茂美 氏 

・流出危険物の分析方法等について 
 講師：（財）全国危険物安全協会 

企業防災対策室  
審議役 堤 正規 氏 

また、危険物保安技術協会からの情報提供として、危険物保安技術協会で運営している危険物

総合情報システムへの積極的な登録・活用について案内がありました。 
この危険物総合情報システムは、「危険物施設における事故事例集」、「事故データの集計・分析

のための危険物事故統計プログラム」、「法、政令、省令および告示について相互に関連づけた検

索可能な消防法＆石油コンビナート等災害防止法の法令階層間リンクシステム」などの有意義な

情報が閲覧できるものとなっており、消防防災機関については無料で登録できるなど情報提供が

ありました。 
 

 

 

◆ 消防団活性化推進事業で気持ちを新たに 

湖南広域消防局（滋賀） 

湖南広域消防局では、平成２３年１２月１８日(日)に、消防団活性化推進事業の一環として｢ま

ちのちからいまこそ消防団｣と称し、映画上映会（ものがたり法人 FireWorks 作品「ふるさとが

えり」出演者 渋江譲二、佐藤仁美、村田雄浩、高畑淳子、 
監督 林弘樹 、後援：消防庁、日本消防協会、日本商工会議所 
青年部）を栗東市内で開催しました。全国的に消防団員が減少 

し、地域防災力の低下が懸念されているなか、新規消防団員の 

募集と現役消防団員の士気高揚を目的に実施したもので消防団 

関係者や家族など約３００名が映画を鑑賞しました。 

本映画は消防団の活動を通してふるさとへの思いを強くする 

物語で、鑑賞した消防団員は、映画同様、地域の安心･安全や郷 

土愛を見つめ直すきっかけになったと気持ちを新たにしていま 

した。 

また、上映後には台風１２号豪雨災害の被災者支援とし 

て義援金を募り、被災地の一日でも早い復興を願いました。 

本映画の林監督からは、ふるさとの平和は自分達で守る！ 
地域のコミュニティの絆を描いたこの作品を消防に関わる 
皆さん、そして家族の皆さんや子供達みんなで一緒に見て 
語る上映会を今後も拡げていけるようにがんばります！と 
のコメントもいただきました。 
映画のＨＰは、http://www.hurusatogaeri.com/です。 

 

 

 

 

 

消防本部の動き 

 

 
【消防団活性化推進事業】 

【上映映画パンフレット】 

 
【講義状況】 

http://www.hurusatogaeri.com/�


◆ 「市制９０周年記念 平成２４年足利市消防出初式」を実施 

足利市消防本部（栃木） 

 足利市消防本部では、平成２４年１月８日（日）に市制９０周年を記念し、一日足利市長にプ

ロ野球千葉ロッテマリーンズの岡田幸文（よしふみ）選手を迎え消防出初式を実施しました。 
 １部の表彰式では、消防団員・優良防火防災団体の表彰を行い、２部の分列行進並びに防火パ

レードでは参加団体約１，４００名が市長の観閲を受け、３部の連合放水では、場所を足利市渡

良瀬川河川敷に移し、消防車両２２台による一斉放水を行い、参観者から大きな歓声が沸きあが

りました。 
 本市では、市民の安全・安心を確保するため、消防力の充実強化を進めています。 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 津波対応災害時要援護者支援強化訓練の実施 

藤沢市消防本部（神奈川） 

藤沢市消防本部では、平成２４年１月１７日（火）藤沢市江の島において、島内の各町内会、

藤沢警察署等関係機関と協力し、消防団及び地域住民を対象に津波対応災害時要援護者支援強化

訓練を実施し約１６０名が参加しました。 

訓練想定は、市内において震度６強の地震が発生し、相模湾沿岸に津波警報が発表された（そ

の後大津波警報へ切り替え）という想定で実施しました。 

訓練では、消防団と地域住民が協力し、リヤカーや担架を使い災害時要援護者とともに海抜２

７ｍの一時避難場所まで避難する『災害時要援護者支援訓練』、地震に伴い発生した火災に対し、

自然水利を利用し消火する『大震火災防ぎょ訓練』、消防団車両を活用し沿岸地域にて避難を呼び

かけた後、避難誘導・広報を実施しながら車両や消防団員を退避させる『津波広報活動訓練』を

行いました。 

島内住民や島内関係機関等が連携協力した訓練により、津波への対応を再確認し、地域防災力

の強化に繋がりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【大津波警報により緊急車両を高台へ退避】 【消防団員による自力避難困難者の搬送】 

【市制９０周年記念足利市消防出初式】 



 

 

 

 

◆ 土砂災害に対する防災訓練の実施について 

消防庁 

国土交通省水管理・国土保全局 

「土砂災害に対する防災訓練の実施について」（平成２４年１月１１日付け消防災第９号、国

水地第３号）が国民保護・防災部防災課長及び国土交通省水管理・国土保全局砂防部砂防計画課

長名にて、各都道府県消防防災主管部長及び各都道府県砂防主管部長あてに次のとおり通知され

ましたのでお知らせします。 

防災行政及び砂防行政の推進につきましては、日頃から御尽力いただき厚く御礼申し上げます。  

土砂災害は毎年多数発生し、昨年も３月中旬の東日本大震災、７月下旬の平成２３年７月新潟・

福島豪雨や、９月の台風第１２号、台風第１５号等において、多数の尊い命が失われております。

また、災害時における警戒避難体制については、貴職及び関係機関の御尽力により、整備推進が

図られているところですが、情報の伝達、避難勧告等の発令、避難勧告等発令地域の住民の適切

な避難行動等に、多くの課題が残されている状況です。  

こうした課題を解決していくため、平成１８年度から全国的な取組として、土砂災害に対する

防災訓練を広く実施し、訓練の中で情報伝達手段及び避難所・避難経路の確認並びに住民の防災

意識高揚等を図り、災害時に適時適切な避難勧告等の発令や災害時要援護者を含む住民の速やか

な避難が実施されるように警戒避難体制の強化をお願いしているところです。  

貴職におかれましては、平成２４年度においても、この主旨を十分御理解の上、地方気象台等

の協力を得て、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年

法律第５８号）に基づく土砂災害警戒区域等の指定がなされている市町村及び近年土砂災害が発

生した市町村等と連携して、土砂災害に対する防災訓練を実施していただきますようお願いいた

します。  

また、実効性のある訓練の実施のため、市町村に対して、多数の方が訓練に参加していただく

ように住民への呼びかけを要請するなど、御配慮いただきますよう、よろしくお願いいたします。  

なお、本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項に基づく技術

的助言として発出するものであることを申し添えます。 

※ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2401/pdf/240111_sai9.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ エタノール等を取り扱う給油取扱所の技術上の基準に係る運用について 

消防庁 

 「エタノール等を取り扱う給油取扱所の技術上の基準に係る運用について」（平成２４年１月

１１日付け消防危第２号）が危険物保安室長名にて、各都道府県消防防災主管部長及び東京消防

庁・各指定都市消防長あてに次のとおり通知されましたのでお知らせします。 

 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令（平成２３年政令第４０５号）及び危険物の

規制に関する規則等の一部を改正する省令（平成２３年総務省令第１６５号）が平成２３年１２

月２１日に公布され、第４類の危険物のうちエタノール又はこれを含有するもの（以下「エタノ

ール等」という。）を取り扱う給油取扱所の技術上の基準に係る改正については、平成２４年１

月１１日から施行されることとなりました。 

エタノールを３％含有するガソリン（以下「Ｅ３」という。）を取り扱う給油取扱所の技術上

国等の動き 

【連絡先】 

国民保護・防災部防災課 

担 当：小林災害対策官、川合防災企画係長 

電 話：０３－５２５３－７５２５ 

ＦＡＸ：０３－５２５３－７５３５ 

砂防部砂防計画課地震・火山砂防室 

担 当：越智課長補佐、大平地震対策係長 

電 話：０３－５２５３－８４６８ 

ＦＡＸ：０３－５２５３－１６１０ 

http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2401/pdf/240111_sai9.pdf�


の基準については、「エタノール３％含有ガソリン（Ｅ３）を取り扱う給油取扱所に関する運用

について」（平成２０年３月２４日付け消防危第４４号。以下「４４号通知」という。）により

運用をお願いしているところですが、今般、エタノール等を取り扱う給油取扱所の技術上の基準

が整備されたことから、４４号通知を廃止するとともに、エタノール等を取り扱う給油取扱所の

技術上の基準の運用に係る留意事項を下記のとおり取りまとめましたので、通知します。 

貴職におかれましては、その運用に配慮されるとともに、各都道府県におかれましては、貴管

内の市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対してもこの旨周知されるよう

お願いします。 

なお、本通知は消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第３７条の規定に基づく助言として

発出するものであることを申し添えます。 

（以下省略。） 

※ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2401/pdf/240111_ki2.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 「第５８回文化財防火デー」の実施 

消防庁 

標記について、平成２４年１月１９日に次のとおり報道発表されましたのでお知らせします。 

昭和２４年１月２６日に、法隆寺金堂から出火した火災によって、世界的な至宝と言われた金

堂の壁十二面に描かれた仏画の大半が焼損しました。  

我が国の文化財建造物は大多数が木造であり、美術工芸品も木、紙、布等燃えやすい材質によ

り造られているものが多く、常に火災による焼損の危険にさらされています。  

このような被害から文化財を守るとともに、国民一般の文化財愛護に関する意識の高揚を図る

ため、昭和３０年から、消防庁と文化庁の共唱により、法隆寺金堂が焼損した日である１月２６

日を「文化財防火デー」と定めて、文化財建造物等における防火運動を全国で展開しています。  

これにともない、各地で文化財関係者、消防関係者、教育関係者及び地域住民が協力して、消

防訓練が実施されます。  

（文化庁と同時発表）  

１ 消防庁長官が視察する文化財防火デーにおける消防訓練  

① 大國魂神社拝殿(東京都府中市)  

日時：平成２４年１月２４日（火） １０時００分から１１時００分まで  

訓練実施消防機関：東京消防庁  

視察者：消防庁長官・文化庁次長  

② 元離宮二条城(京都府京都市)  

日時：平成２４年１月２６日（木） １３時３０分から１４時００分まで  

訓練実施消防機関：京都市消防局  

視察者：消防庁長官・文化庁長官  

２ 参考資料（省略） 

① 第５８回文化財防火デー実施要項（別添１）  

② 国宝・重要文化財件数（別添２）  

※ 全文は、消防庁ホームページ（http://www.fdma.go.jp/neuter/houdou_01/houdou24nen.html）

に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【連絡先】予防課 
担 当：椎名課長補佐・児玉係長 
電 話：０３－５２５３－７５２３ 

ＦＡＸ：０３－５２５３－７５３３ 

【連絡先】危険物保安室 
担 当： 中本課長補佐、竹本係長 

電 話：０３－５２５３－７５２４ 

ＦＡＸ：０３－５２５３－７５３４ 

http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2401/pdf/240111_ki2.pdf�
http://www.fdma.go.jp/neuter/houdou_01/houdou24nen.html�


 

◆ 「予防行政のあり方に関する検討会報告書」の公表 

消防庁 

標記について、平成２４年１月２０日に次のとおり報道発表されましたのでお知らせします。 

 消防庁においては、「予防行政のあり方に関する検討会」（以下「検討会」という。）を開催

しており、平成２２年１２月に「今後の火災予防行政の基本的な方向について」として、火災予

防の実効性向上や規制体系の再構築などを提言する報告書をまとめ、引き続き、検討会において

当該報告書を踏まえた検討を行ってきましたが、この度、「「今後の火災予防行政の基本的な方

向について」を踏まえた対応について」として、新たに報告書が取りまとめられましたので、公

表します。 

この報告書では、近年における火災被害の中心が、雑居ビル等の小規模事業所や社会福祉施設

に移っていることや、平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災による大規模・高層建築物

等の被害の教訓等を踏まえ、「複合ビル等の防火管理・責任体制の明確化」、「防火に係る自己

診断の導入と使用開始届出の実効性向上」などが提言されているほか、事業仕分けにおける指摘

事項への対応として、消防用機器等の検定制度の見直し等が掲げられています。 

【添付資料（省略）】 

○ 「今後の火災予防行政の基本的な方向について」を踏まえた対応について（概要） 

○ 予防行政のあり方に関する検討会 委員名簿 

※ 報告書全文については、消防庁ホームページ（http://www.fdma.go.jp/） 

に掲載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週間情報では、各本部の身近な情報を掲載していますので情報をお寄せ下さい。 

週間情報への投稿は企画課へ！ 

TEL 03-3234-1321 FAX 03-3234-1847  E-mail : weekly@fcaj.gr.jp 

【連絡先】予防課 
担 当：大嶋違反処理対策官・村瀬係長 
電 話：０３－５２５３－７５２３（直通） 

ＦＡＸ：０３－５２５３－７５３３ 

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/2401/240120_1houdou/01_01.pdf�
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